
NO. 件名 内容

1 議案　計 2 件

1 議案第 36 号 令和５年度豊見城市一般会計補正予算（第10号）
令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ
ぞれ359億3,805万２千円と定める等の議案です。

2 議案第 37 号 小学校指導書・教師用教科書購入契約について

小学校指導書・教師用教科書購入契約について、議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に
関する条例第３条の規定により議会の議決に付す必
要があるため、提出する議案です。

2　報告　計 5 件

1 報告第 1 号
専決処分の報告について（豊見城市監査委員条例等
の一部を改正する条例）

豊見城市監査委員条例等の一部を改正する条例につ
いて、地方自治法第180条第１項の規定により専決
処分したので、同条第２項の規定により議会に報告
するものです。

2 報告第 2 号
専決処分の報告について（豊見城市漁港管理条例の
一部を改正する条例）

豊見城市漁港管理条例の一部を改正する条例につい
て、地方自治法第180条第１項の規定により専決処
分したので、同条第２項の規定により議会に報告す
るものです。

3 報告第 3 号
専決処分の報告について（消費税の修正申告に伴う
延滞税に対する損害賠償の額の決定及び和解）

消費税の修正申告に伴う延滞税に対する損害賠償の
額の決定及び和解について、地方自治法第180条第
１項の規定により専決処分したので、同条第２項の
規定により議会に報告するものです。

4 報告第 4 号
専決処分の報告について（（仮称）豊崎中学校校舎
棟建築工事変更契約）

仮称豊崎中学校校舎棟建築工事の変更契約につい
て、地方自治法第180条第１項の規定により専決処
分したので、同条第２項の規定により議会に報告す
るものです。

5 報告第 5 号
専決処分の報告について（（仮称）豊崎中学校校舎
棟電気設備工事変更契約）

仮称豊崎中学校校舎棟電気設備工事の変更契約につ
いて、地方自治法第180条第１項の規定により専決
処分したので、同条第２項の規定により議会に報告
するものです。
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